
 

 

 

 

 

 

   三浦市 公共 下水道 事業 にお ける民 間資金 等活用 検討 審議会 条例  

施行規 則  

 （趣 旨）  

第１条  この 規則 は、 三 浦市 公共 下水道 事業に おける 民間 資金等 活用 検討 審

議会条 例 （ 平 成 28年三浦 市条 例第 21号 ） 第９条 に基づ き、 三浦市 公共 下水

道事業 におけ る民 間資金 等活 用検 討審議 会 （以 下「 審 議会 」とい う。 ）の

組織及 び運営 に 関 し 、必 要な 事項 を定め るもの とする 。  

 （ 招 集 ）  

第２ 条  会長 は、 審議会 の会 議を 招集す るとき は、そ の日 時、場 所及 び議 案

の内容 につい て、 あらか じめ 委員 に通知 するも のとす る。  

 （議 事録 ）  

第３ 条  会長 は、 議事録 を作 成し 、これ を保存 しなけ れば ならな い 。  

２  議 事録に 記載 する事 項は 、次 のとお りとす る。  

 （１ ）  開 催の 日時、 場所 及び 議案  

 （２ ）  出 席し た委員 の氏 名  

 （３ ）  出 席し た関係 者の 職氏 名  

 （４ ）  議 事の 要旨  

 （５ ）  前 各号 に定め るも のの ほか 会 長 が必 要と認 めた 事項  

３  議 事録に は、 会長及 び会 長が 指名し た議事 録の署 名委 員２人 が署 名す る

ものと する。  

 （庶 務 ）  

第４ 条  審議 会 の 庶務は 、 下 水道 事務主 管課に おいて 処理 する。  

 （委 任）  

第５条  この 規則 に定め るも のの ほか、 審議会 の組織 及び 運営に 関し 必要 な

事項は 、 会長 が審 議 会に 諮っ て 定 める。  

   附  則  

 この 規則 は 、公 布の日 から 施行 する。  
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